
 

 年管発 0326 第１号 

令和６年３月 26 日  

 

 

 

 

厚生労働省大臣官房年金管理審議官 

( 公 印 省 略 ) 

 

 

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

 

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 52号。以下

「改正省令」という。）（別添）が本日付けで公布された。 

改正省令の内容は下記のとおりであるので、遺漏なきようお取りはからい願いたい。 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

年金の被保険者、受給権者等は、厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 98条第

３項、国民年金法（昭和 34年法律第 141号）第 105条第１項、第３項等の規定に基づき、

厚生労働省令の定める事項を届け出なければならないとされているところ、被保険者、受

給権者等の負担軽減及び年金事業の適正な運営の観点から、老齢年金の裁定に係る請求

について、一部の記載を不要とするとともに、添付書類の適正化を行う。 

また、条約その他の国際約束により被保険者とならない者等について、保険料の二重負

担を防止するため、当該被保険者とならない者を把握するための届出規定を新設する。 

あわせて、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成 19

年法律第 131 号）第２条第９項の規定に基づく特例納付保険料の額に相当する額の国庫

負担について、手続きの迅速化を行うための改正を行う。 

その他所要の改正を行う。 

 

第二 改正省令の内容 

（１）老齢年金の裁定請求の規定の見直し 

➀ 以下の規定による老齢年金の裁定に係る請求について、受給権者及び配偶者の他の

公的年金給付に係る情報の記載等を不要とするとともに、添付書類の適正化を行うこ

ととした。 

市 町 村 長 

日 本 年 金 機 構 理 事 長 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 長 

 

殿 



 

・ 厚生年金保険法施行規則（昭和 29年厚生省令第 37号。以下「厚年則」という。）

第 30条の２第１項又は国民年金法施行規則（昭和 35 年厚生省令第 12号。以下「国

年則」という。）第 16 条の２第１項の規定による裁定の請求 

・ 厚年則第 30条の２第２項若しくは第 30条の４又は国年則第 16条の２第３項若し

くは第 16条の４の規定による裁定の請求 

・ 国年則第 16条の５から第 16条の６までの規定による裁定の請求 

・ 厚年則第 30条の３の規定による裁定の請求 

② 厚年則第 30 条の規定による老齢年金の裁定に係る請求について、受給権者が 65 歳

以上の者である場合には、雇用保険被保険者番号等の記載及び雇用保険被保険者証の

添付を不要とすることとした。 

 

（２）適用除外届等に係る性別欄の廃止 

以下の届出について、性別の記載を不要とすることとした。 

・ 国年則第１条の５の規定による届出（適用除外届） 

・ 国年則第６条の５の規定による届出（時効消滅不整合期間の届出） 

・ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令（昭和 47 年厚生省令第 22 号）

第 37条の規定による書類の提出（従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等） 

 

（３）厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則（平成 19

年厚生労働省令第 151 号）の一部改正 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第３条の規定によ

る公表の日から 10月が経過する日までに、同法第２条第２項の規定による勧奨を行う

ことができない場合には、国は、特例納付保険料の額に相当する額を負担することと

されているところ、当該期限を、同法第３条の規定による公表の日から６月が経過す

る日までに改めることとした。（厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律施行規則第４条関係） 

 

（４）３歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等に係る添付

書類の省略 

➀ 厚年則第 10条の２の２の規定による３歳に満たない子を養育する被保険者等の標

準報酬月額の特例の申出について、その使用される事業所の事業主による確認欄を

設けることとし、当該確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らか

にすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本の添付を不

要とすることとした。 

② また、当該申出について、住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第 30条の９

の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合

には、当該子の生年月日を明らかにすることができる書類の添付を不要とすること

とした。 

 



 

（５）条約等適用者の届出の新設 

➀ 保険料の二重負担を防止するため、日本国内に住所を有するに至った者であって、

条約その他の国際約束（以下「条約等」という。）により被保険者とならないもの（以

下「条約等適用者」という。）は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号（基礎年

金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号）を記載した届書を日本年

金機構に届け出るよう努めなければならないこととした。（国年則第１条の６関係） 

また、当該届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添付

することとした。 

② 適用事業所の事業主は、条約等適用者を使用することとなったときは、当該条約

等適用者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号（基礎年金番号を有する者にあっ

ては、個人番号又は基礎年金番号）を記載した届書を日本年金機構に届け出るよう努

めなければならないこととした。（厚年則第 15条の３関係） 

また、当該届書には、当該条約等適用者が条約等の適用を受けていることを明ら

かにする書類を添付することとした。 

 

 

第三 施行期日 

改正省令は、令和６年４月１日から施行する。 

ただし、第二（５）の改正規定については令和６年７月１日から、第二（４）➀の改正

規定については令和７年１月１日から、それぞれ施行する。 

 

（以上） 



厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
被
保
険
者
等
の
標
準
報
酬
月
額
の
特
例
の
申
出
等
）

（
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
被
保
険
者
等
の
標
準
報
酬
月
額
の
特
例
の
申
出
等
）

第
十
条
の
二
の
二

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申
出
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
又
は
第
一
号
厚
生
年
金
被
保

険
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
二
の
二

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申
出
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
又
は
第
一
号
厚
生
年
金
被
保

険
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
二
号

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
三
項
並
び
に
第
百
一
条
並
び
に
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
十
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三





七

次
項
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
事
業
所
の
事
業
主
に
よ
る

確
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

（
新
設
）

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
場
合
は
、
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

子
を
養
育
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書

類

一

子
を
養
育
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書

類

イ

当
該
子
と
申
出
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
そ
の
他
相
当
な
機
関
の

証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

イ

当
該
子
の
生
年
月
日
及
び
そ
の
子
と
申
出
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村

長
そ
の
他
相
当
な
機
関
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

ロ

当
該
子
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第

三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
に
限
る
。）

（
新
設
）

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
日
に
お
い
て
子
を
養
育
す
る
こ
と
に
よ
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の

申
出
を
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書
類
。
た
だ
し
、
当
該
子
に
つ
い
て
、
前
号
の
申
出
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者

及
び
こ
の
号
の
申
出
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
。

二

次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
日
に
お
い
て
子
を
養
育
す
る
こ
と
に
よ
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の

申
出
を
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書
類
。
た
だ
し
、
当
該
子
に
つ
い
て
、
前
号
の
申
出
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者

及
び
こ
の
号
の
申
出
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

イ

当
該
子
と
申
出
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
そ
の
他
相
当
な
機
関
の

証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

イ

当
該
子
の
生
年
月
日
及
び
そ
の
子
と
申
出
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村

長
そ
の
他
相
当
な
機
関
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

ロ

当
該
子
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第

三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
に
限
る
。）

（
新
設
）

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
条
約
等
適
用
者
の
届
出
）

第
十
五
条
の
三

適
用
事
業
所
の
事
業
主
は
、
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
（
次
項
に
お
い
て「
条
約
等
」と
い
う
。）

に
よ
り
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
条
約
等
適
用
者
」
と
い
う
。）を
使
用
す
る
こ
と

と
な
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
機
構
に
届
け
出
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

条
約
等
適
用
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

個
人
番
号
（
基
礎
年
金
番
号
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
）

２

前
項
の
届
書
に
は
、
条
約
等
の
適
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

（
裁
定
の
請
求
）

（
裁
定
の
請
求
）

第
三
十
条

老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の

二
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
条
の
三
並
び
に
次
章
及
び
第
三
章
の
三
を
除
き
、
以

下
同
じ
。）に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢

厚
生
年
金
の
裁
定
の
請
求
を
す
る
場
合
は
、
第
二
号
の
二
及
び
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

第
三
十
条

老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の

二
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
条
の
三
並
び
に
次
章
及
び
第
三
章
の
三
を
除
き
、
以

下
同
じ
。）に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
十
一

（
略
）

一
〜
十
一

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
裁
定
の
請
求
を
す
る
場
合
は
、
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
こ
と
を
要

し
な
い
。

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

３
〜
12

（
略
）

３
〜
12

（
略
）

（
裁
定
請
求
の
特
例
）

（
裁
定
請
求
の
特
例
）

第
三
十
条
の
二

老
齢
厚
生
年
金
（
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
及
び
平
成
六
年
改
正
法
附
則

第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
の
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以

下
「
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
」
と
い
う
。）を
除
く
。）に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
（
六
十
六
歳
未
満
の
者
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し

て
い
た
者
に
限
る
。）は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
二

老
齢
厚
生
年
金
（
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
及
び
平
成
六
年
改
正
法
附
則

第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
の
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以

下
「
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
」
と
い
う
。）を
除
く
。）に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
（
六
十
六
歳
未
満
の
者
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し

て
い
た
者
に
限
る
。）は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
削
る
）

四

他
の
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
管
掌
機
関

及
び
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番

号

（
削
る
）

五

配
偶
者
（
六
十
五
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象

と
な
つ
て
い
た
配
偶
者
に
限
る
。）が
他
の
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的

年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
管
掌
機
関
及
び
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年

金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

四

（
略
）

六

（
略
）

２

老
齢
厚
生
年
金
（
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
六
十
六
歳
に
達
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を

有
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。）は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機

構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

老
齢
厚
生
年
金
（
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
六
十
六
歳
に
達
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を

有
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。）は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機

構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
二

（
略
）

一
〜
二

（
略
）

（
削
る
）

三

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
以
後
に
初
め
て
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
同
法
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
並
び
に
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
被
保
険
者
を
含
む
。）又
は
国
民
年
金
法
第
七
条

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
三
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。）と
し
て
の
国
民
年

金
の
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

三

（
略
）

四

（
略
）

四

配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年

金
番
号

四
の
二

配
偶
者
（
第
六
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。）又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

（
削
る
）

五

公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度

の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年

金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

（
削
る
）

六

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。）を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名

称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証

書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者

の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



五

加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

（
新
設
）

六

同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
を
行
わ
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

七

国
民
年
金
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
行
う
者
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
旨

３

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
削
る
）

三

公
的
年
金
給
付（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。）を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
の
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

四

配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書
（
そ
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
障
害
の
状
態

に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
）

（
新
設
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

第
三
十
条
の
三

老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
老

齢
基
礎
年
金
（
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
条
の
二
の
二
第
三
項
又
は
平
成
六
年
改

正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
を
含
む
。）の
受
給
権
を
有
す
る
者
（
当
該
老
齢

厚
生
年
金
が
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給

権
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
者
に
限
る
。）に
限
る
。）は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
三

老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
老

齢
基
礎
年
金
（
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
条
の
二
の
二
第
三
項
又
は
平
成
六
年
改

正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
を
含
む
。）の
受
給
権
を
有
す
る
者
（
当
該
老
齢

厚
生
年
金
が
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給

権
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
者
に
限
る
。）に
限
る
。）は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
二

（
略
）

一
〜
二

（
略
）

（
削
る
）

三

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
以
後
に
初
め
て
被
保
険
者
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

（
削
る
）

四

配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び

そ
の
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係

（
削
る
）

五

公
的
年
金
給
付
（
老
齢
基
礎
年
金
を
除
く
。）を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
の
名

称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番

号

（
削
る
）

六

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。）を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名

称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証

書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者

の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

（
削
る
）

七

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
四
十
四

条
の
三
第
一
項
の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書

又
は
戸
籍
の
抄
本
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定

に
よ
り
当
該
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）。

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

（
削
る
）

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
削
る
）

三

公
的
年
金
給
付（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。）を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
の
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
三
十
条
の
四

（
略
）

第
三
十
条
の
四

（
略
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
第
三
十
条
の
二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
第
三
十
条
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
）

（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
）

第
七
十
八
条

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
婚
姻
の
届
出
を
し

て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
当
事
者
（
同
項
に
規
定
す
る
当
事
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）に
つ
い
て
、
当
該
当
事
者
の
一
方
の
被
扶
養
配
偶
者
（
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
被
扶
養
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規

定
す
る
第
三
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
三
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。）で
あ
つ
た
当
該
当
事
者
の
他
方
が
当
該
第

三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
、
当
該
事
情
が
解
消
し
た
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
（
当
該
当
事
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解
消
し
た
場
合
を
除
く
。）と
す
る
。

第
七
十
八
条

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
婚
姻
の
届
出
を
し

て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
当
事
者
（
同
項
に
規
定
す
る
当
事
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）に
つ
い
て
、
当
該
当
事
者
の
一
方
の
被
扶
養
配
偶
者
（
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
被
扶
養
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
つ
た
当
該
当
事
者

の
他
方
が
当
該
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
、
当
該
事
情
が
解
消
し

た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
当
該
当
事
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解
消
し
た
場
合
を
除

く
。）と
す
る
。

別
表
（
第
三
十
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
一
条
の
二

第
三
十
一
条
の
四
、
第
三
十
四
条
の
二
の
二
、
第
三

十
五
条
の
三
、
第
三
十
五
条
の
四
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
五
条
の
三
、
第
四
十
七
条
、
第
四

十
七
条
の
二
、
第
五
十
条
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
一
条
の
四
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
一
条

の
三
、
第
六
十
二
条
の
二
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
八
条
の
三
、
附
則
第
十
一
項
関
係
）

別
表
（
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
の
二

第
三
十
一
条
の
四
、
第
三
十
四
条
の
二
の
二
、
第
三
十
五
条
の
三
、
第

三
十
五
条
の
四
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
五
条
の
三
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
七
条
の
二
、
第

五
十
条
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
一
条
の
四
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
一
条
の
三
、
第
六
十
二

条
の
二
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
八
条
の
三
、
附
則
第
十
一
項
関
係
）

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
第
一
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
関
す
る
届
出
）

（
第
一
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
関
す
る
届
出
）

第
一
条
の
五

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
第
一
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
も
の
は
、
そ
の
事
実
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
五

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
第
一
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
も
の
は
、
そ
の
事
実
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
条
約
等
適
用
者
の
届
出
）

第
一
条
の
六

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
（
次
項
に
お
い

て
「
条
約
等
」
と
い
う
。）に
よ
り
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
機
構
に
届
け
出
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

個
人
番
号
（
基
礎
年
金
番
号
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



２

前
項
の
届
書
に
は
、
条
約
等
の
適
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

（
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
の
届
出
）

（
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
の
届
出
）

第
六
条
の
五

法
附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
五

法
附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
裁
定
の
請
求
の
特
例
）

（
裁
定
の
請
求
の
特
例
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
者
の
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
は
、

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
十
六
歳
に
達
す
る
前
に
当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
を
行
う
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
者
の
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
は
、

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
十
六
歳
に
達
す
る
前
に
当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
を
行
う
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
二

（
略
）

一
〜
二

（
略
）

（
削
る
）

三

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
以
後
に
初
め
て
第
一
号
被
保
険
者
又
は
第
三
号
被

保
険
者
と
し
て
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

（
削
る
）

四

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
以
後
に
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共

済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

（
削
る
）

五

公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制

度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の

年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

三

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
同
法
附
則
第

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
配
偶
者
の

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

六

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
同
法
附
則
第

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
配
偶
者
が

受
け
る
権
利
を
有
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ

の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年

金
番
号

四

（
略
）

七

（
略
）

五

同
時
に
老
齢
厚
生
年
金
の
裁
定
の
請
求
を
行
わ
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

八

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
行
う

者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

４

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
削
る
）

三

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
以
後
に
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共

済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
組
合
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金

を
含
む
。）又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
削
る
）

四

公
的
年
金
給
付
等
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。）を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

（
略
）

五

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

第
十
六
条
の
四

老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
者
又
は
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て

い
た
者
の
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
繰
下
げ
の

申
出
を
行
う
場
合
に
限
る
。）は
、
第
十
六
条
及
び
第
十
六
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
四

老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
者
又
は
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て

い
た
者
の
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
繰
下
げ
の

申
出
を
行
う
場
合
に
限
る
。）は
、
第
十
六
条
及
び
第
十
六
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
二

（
略
）

一
〜
二

（
略
）

（
削
る
）

三

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
以
後
に
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
こ
と

と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

三

配
偶
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

四

配
偶
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は

記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

（
削
る
）

五

公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制

度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の

年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

四
・
五

（
略
）

六
・
七

（
略
）

２

老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
請
求
書
に
、
提
出

日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に
係
る
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）。

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
削
る
）

二

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
以
後
に
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共

済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
組
合
（
存
続
組
合

及
び
指
定
基
金
を
含
む
。）又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
共
済
組
合

（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含
む
。）の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を

確
認
し
た
書
類

（
削
る
）

三

老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ

れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台

帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

第
十
六
条
の
五

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
者
の
法
附
則
第
九
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
（
六
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
請

求
す
る
も
の
に
限
る
。）は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
各
号
（
第
四
号
及
び
第
五
号
を

除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
五

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
者
の
法
附
則
第
九
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
（
六
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
請

求
す
る
も
の
に
限
る
。）は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
各
号
（
第
六
号
及
び
第
七
号
を

除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



第
十
六
条
の
五
の
二

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三

十
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
請
求
を
行
つ
た
も
の
の
法
附
則
第
九
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基

礎
年
金
に
つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
（
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
八
条
の
二
各
項
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
三
の
二
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
例
に
よ
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済

法
附
則
第
十
二
条
の
三
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
附
則
第
十
九
条
の
二
各
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
特
例
支
給
開
始
年
齢
に
達
す

る
日
（
二
以
上
の
特
例
支
給
開
始
年
齢
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
最
も
遅
い
日
と
す
る
。）の
属
す
る
月
の
前
月
ま

で
に
請
求
す
る
も
の
に
限
る
。）は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
各
号
（
第
四

号
及
び
第
五
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
五
の
二

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三

十
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
請
求
を
行
つ
た
も
の
の
法
附
則
第
九
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基

礎
年
金
に
つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
（
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
八
条
の
二
各
項
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
三
の
二
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
例
に
よ
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済

法
附
則
第
十
二
条
の
三
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
附
則
第
十
九
条
の
二
各
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
特
例
支
給
開
始
年
齢
に
達
す

る
日
（
二
以
上
の
特
例
支
給
開
始
年
齢
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
最
も
遅
い
日
と
す
る
。）の
属
す
る
月
の
前
月
ま

で
に
請
求
す
る
も
の
に
限
る
。）は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
各
号
（
第
六

号
及
び
第
七
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
第
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
六
条
の
六

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第

二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）で
あ
つ
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る

裁
定
の
請
求
を
行
つ
た
も
の
の
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
に

つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
（
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
条

の
二
第
一
項
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
七
の
三
第

一
項
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

例
に
よ
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
七
の
三
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
附
則
第
二
十
五
条
の
三
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
者
が
定
額
部
分
支
給
開
始
年
齢
に
達
す
る
日（
二
以
上
の
定
額
部
分
支
給
開
始
年
齢
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
最
も
遅
い
日
と
す
る
。）の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
請
求
す
る
も
の
に
限
る
。）は
、
第
十
六
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
各
号
（
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請

求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
六

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第

二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）で
あ
つ
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る

裁
定
の
請
求
を
行
つ
た
も
の
の
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
に

つ
い
て
の
裁
定
の
請
求
（
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
条

の
二
第
一
項
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
七
の
三
第

一
項
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

例
に
よ
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
七
の
三
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
附
則
第
二
十
五
条
の
三
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
者
が
定
額
部
分
支
給
開
始
年
齢
に
達
す
る
日（
二
以
上
の
定
額
部
分
支
給
開
始
年
齢
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
最
も
遅
い
日
と
す
る
。）の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
請
求
す
る
も
の
に
限
る
。）は
、
第
十
六
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
各
号
（
第
六
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請

求
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
第
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
納
付
受
託
に
よ
る
納
付
の
方
法
）

（
納
付
受
託
に
よ
る
納
付
の
方
法
）

第
七
十
二
条
の
四

（
略
）

第
七
十
二
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

被
保
険
者
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
九
十
二
条
の
三
第
一
項
の
委
託
を
す
る
と
き
は
、
納

付
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
委
託
に
係
る
納
付
受
託
者
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

被
保
険
者
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
九
十
二
条
の
三
第
一
項
の
委
託
を
す
る
と
き
は
、
納

付
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
委
託
に
係
る
納
付
受
託
者
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
三
者
型

前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
為
替
取
引
（
ロ
に
お
い
て
「
第
三
者
型
前
払
式
支
払

手
段
に
よ
る
取
引
等
」
と
い
う
。）に
よ
つ
て
保
険
料
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

一

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
三
者
型

前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
為
替
取
引
（
ロ
に
お
い
て
「
第
三
者
型
前
払
式
支
払

手
段
に
よ
る
取
引
等
」
と
い
う
。）に
よ
つ
て
保
険
料
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

納
付
書
の
記
載
事
項

イ

納
付
書
の
記
載
事
項

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



ロ

第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
等
に
係
る
業
務
を
行
う
者
（
第
六
項
に
お
い
て
「
第
三
者
型

前
払
式
支
払
手
段
取
引
業
者
」
と
い
う
。）の
名
称
そ
の
他
当
該
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引

等
に
よ
る
決
済
に
関
し
必
要
な
事
項

ロ

第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
等
に
係
る
業
務
を
行
う
者
（
第
六
項
に
お
い
て
「
第
三
者
前

払
式
支
払
手
段
取
引
業
者
」
と
い
う
。）の
名
称
そ
の
他
当
該
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
等

に
よ
る
決
済
に
関
し
必
要
な
事
項

二

（
略
）

二

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

（
法
第
八
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
免
除
に
関
す
る
届
出
）

（
法
第
八
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
免
除
に
関
す
る
届
出
）

第
七
十
三
条
の
七

（
略
）

第
七
十
三
条
の
七

（
略
）

２

前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

出
産
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
産
の
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

三

出
産
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
第
一
号
被
保
険
者
と
当
該
出
産
に

係
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四

（
略
）

四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

様
式
第
一
号
（
第
十
六
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
九
条
、
第
六
十
三

条
の
三
関
係
）

様
式
第
一
号
（
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
六
条
の
四
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
五

条
の
二
、
第
三
十
九
条
、
第
六
十
三
条
の
三
関
係
）

（
様
式
略
）

（
様
式
略
）

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
従
前
沖
縄
に
住
所
を
有
し
て
い
た
者
の
書
類
の
提
出
等
）

（
従
前
沖
縄
に
住
所
を
有
し
て
い
た
者
の
書
類
の
提
出
等
）

第
三
十
七
条

令
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
免
除
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
を
有
す
る
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
、
速
や
か
に
、
市
町
村
長
（
住
所
が
沖
縄
県
の
区
域
内
に
な

い
者
に
あ
つ
て
は
、
沖
縄
県
の
区
域
内
に
お
け
る
最
後
の
住
所
地
の
市
町
村
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
十
七
条

令
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
免
除
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
を
有
す
る
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
、
速
や
か
に
、
市
町
村
長
（
住
所
が
沖
縄
県
の
区
域
内
に
な

い
者
に
あ
つ
て
は
、
沖
縄
県
の
区
域
内
に
お
け
る
最
後
の
住
所
地
の
市
町
村
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
）

（
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

前
国
共
済
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
平
成
八
年
改
正

３

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

前
国
共
済
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
平
成
八
年
改
正

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
（
六
十
五
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
特
別
支
給
の

退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
配
偶
者
又
は
子
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
並
び
に
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
た
旨

四

配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
（
六
十
五
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
特
別
支
給
の

退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
配
偶
者
又
は
子
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た

旨

法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
三
（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
十
二
条
の
八
第
一
項
（
同
条
第
九
項
（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）若
し

く
は
第
二
項
（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
（
以
下
「
特
別
支
給
の
退
職
共
済
年
金
」
と
い
う
。）に
係
る
裁
定
の
請
求

を
既
に
行
っ
た
も
の
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
三
（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
十
二
条
の
八
第
一
項
（
同
条
第
九
項
（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）若
し

く
は
第
二
項
（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
（
以
下
「
特
別
支
給
の
退
職
共
済
年
金
」
と
い
う
。）に
係
る
裁
定
の
請
求

を
既
に
行
っ
た
も
の
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

五

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
他
の
公
的
年
金
給
付
等
（
以
下
「
公

的
年
金
給
付
等
」
と
い
う
。）を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
を
行
う
者
の
名
称
及
び
そ
の
年

金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

（
削
る
）

六

配
偶
者
（
六
十
五
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
特
別
支
給
の
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象

と
な
っ
て
い
た
配
偶
者
に
限
る
。）が
加
給
調
整
対
象
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該

給
付
を
行
う
者
の
名
称
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

五

加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
新
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と

き
は
、
そ
の
旨

（
新
設
）

六

（
略
）

七

（
略
）

４

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
十
六
歳
に
達

す
る
前
に
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
十
六
歳
に
達

す
る
前
に
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の

証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
に

係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

イ

請
求
者
と
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規

定
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

（
新
設
）

ロ

配
偶
者
又
は
子
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
新
設
）

ハ

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書

（
新
設
）

ニ

ハ
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン

フ
ィ
ル
ム

（
新
設
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
十
九
条

平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有

す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
共
済
年
金
の
支
給

の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有

す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
共
済
年
金
の
支
給

の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



七

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
他
の

公
的
年
金
給
付
等
で
あ
っ
て
、
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
を
行
う

者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金

コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

七

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。）を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、当
該
公
的
年
金
給
付
等
を
行
う
者
の
名
称
、

そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記

号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
二
十
条

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
他
の
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ

れ
て
い
る
当
該
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
条

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
他
の
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ

れ
て
い
る
当
該
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う

者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金

コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

六

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。）を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
二
十
九
条

平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を

有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
共
済
年
金
の
支

給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を

有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
共
済
年
金
の
支

給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
六
の
二

（
略
）

一
〜
六
の
二

（
略
）

七

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該

公
的
年
金
給
付
等
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ

の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金

番
号

七

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。）を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、当
該
公
的
年
金
給
付
等
を
行
う
者
の
名
称
、

そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記

号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
三
十
条

障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
他
の
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て

い
る
当
該
障
害
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
条

障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
他
の
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て

い
る
当
該
障
害
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該

公
的
年
金
給
付
等
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ

の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金

番
号

六

配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。）を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、当
該
公
的
年
金
給
付
等
を
行
う
者
の
名
称
、

そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記

号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
）

（
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
に
係
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、

同
法
附
則
第
七
条
又
は
附
則
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
に
係
る
裁
定

の
請
求
を
既
に
行
っ
た
も
の
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
に
係
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、

同
法
附
則
第
七
条
又
は
附
則
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
に
係
る
裁
定

の
請
求
を
既
に
行
っ
た
も
の
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

一

第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

三
の
二

加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
二
十
歳
未
満
で
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る

障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

（
新
設
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

５

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
十
六
歳
に
達

す
る
前
に
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
十
六
歳
に
達

す
る
前
に
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
及
び
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て

い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

イ

請
求
者
と
そ
の
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

（
新
設
）

ロ

そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
新
設
）

ハ

前
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

（
新
設
）

６

（
略
）

６

（
略
）

（
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

（
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

第
五
十
二
条
の
四

（
略
）

第
五
十
二
条
の
四

（
略
）

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
号
の
障
害
が
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

三

前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度

を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
条
第
九
項
第
二
号
イ
の
期
限
）

（
法
第
二
条
第
九
項
第
二
号
イ
の
期
限
）

第
四
条

法
第
二
条
第
九
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
限
は
、
法
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
公
表
の
日
か
ら
六
月
が
経
過
す
る
日
と
す
る
。

第
四
条

法
第
二
条
第
九
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
限
は
、
法
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
公
表
の
日
か
ら
十
月
が
経
過
す
る
日
と
す
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
四
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年

経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
ロ
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に

関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。）第

八
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
八
号
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
該
当
す
る
者
及
び
同
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
該
当
す
る
」
と
、
同
号
イ
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二

十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
号
ハ
中
「
受
給
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下「
平
成
二
十
二
年
改
正
法
」と
い
う
。）

の
施
行
日
に
お
い
て
受
給
権
者
」
と
、
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
三
号
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
同
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当

す
る
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る

者
及
び
同
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二

十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
」
と
、
同
号
ロ
中
「
受
給
権
者
」と
あ
る
の
は「
平

成
二
十
二
年
改
正
法
の
施
行
日
に
お
い
て
受
給
権
者
」
と
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

則
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
及
び
同
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当

す
る
」
と
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
平
成

二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年

経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
ロ
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に

関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。）第

八
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
八
号
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
該
当
す
る
者
及
び
同
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
該
当
す
る
」
と
、
同
号
イ
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二

十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
号
ハ
中
「
受
給
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下「
平
成
二
十
二
年
改
正
法
」と
い
う
。）

の
施
行
日
に
お
い
て
受
給
権
者
」
と
、
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
六
号
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
同
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が

行
わ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
」
と
、「
同
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
と
、同
項
第
七
号
中「
昭

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
及
び
同
法
附
則
第
十
四
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
」
と
、
同
号
ロ
中
「
受
給
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
改
正
法
の
施
行
日

に
お
い
て
受
給
権
者
」
と
、
同
条
第
四
項
第
五
号
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
及
び
同
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
る
」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
」
と
、
第
十
六
条
の
三
第

一
項
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
八

条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の

は
「
平
成
二
十
二
年
経
過
措
置
政
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
一
条
の
五
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

令
和
六
年
七
月
一
日

二

第
一
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
部
分
及
び
同
条
第
二
項
に
た
だ
し
書
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）
令
和
七
年
一
月
一
日




